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１ は じ め に

国際化が進展するなかで，国際間の人の移動は

近年増加の一途をたどっている。より高度の文化

あるいは異質の文化に魅せられて，また自国の政

治体制の抑圧を逃れて，さらにはごく単純に働き

口を，ときにはよりよい仕事を求めて，人は国境

をこえていく。旅行など一時的なケースもふくめ，

各国はその移動の理由・態様に応じて，入国・滞

在・就労の資格，条件等について，それぞれに出

入国管理法制を整備し，国際社会は「移住外国人」

の基本的諸権利の保障に向けて努力を重ねてきた。

これらの国際間移動はいずれ，外国人の移住先

での定住化現象をともなう。自国以外の地域社会

で生活をいとなみ，実質上その社会の一員となっ

た者は，自己の生活圏の諸事に対してどのように，

またどの程度まで積極的に関与することが許され

るのか。政治的に参加する権利はあるのだろうか。

こうした関心から，フランスでは昨今あらためて

「市民権」をめぐる議論が盛んになっている。

この「市民権」という西欧の概念はいうまでも

なく，古代ギリシャの都市国家にはじまり，ロー

マ時代から中世の自治都市を経て近代国家につら

なる長い歴史をもつ。歴史上の政体すべてが市民

権を追求してきたわけではないが，「都市の権利

（droit de cité）」の問題の検討は，フランスで

は一般に古代の時点にまでさかのぼって理念的，

具体的に「市民」の意味を問うことからはじめら

れる。そして，「人」「市民」「人民」「国民」「住

民」等が，国家，統治機構，民主主義，公的諸自

由，さらには社会的統合などとの関連で論じられ

る。ただそこでは，市民権の概念は固定的なもの

としては捉えられていない。新しい状況にはそれ

に相応した「市民」のありかたが求められなけれ

ばならないと考えられ，より時代に即した適応，

模索が理論的にまた政策的に続けられているわけ

である。

変わりうる市民権は，政治的，経済的，社会的

側面をもつとされる。政治面では参政権，公民権

等が，経済的には労働権，社会保障，社会面では

社会的不平等が主要なものとしてあげられる（例

えばAnicet Le Pors, p.５０―６２）。この稿では，政

治的な諸問題のうちの参政権（選挙権・被選挙権）

について，とくに外国人に注目しながら今日のフ

ランスの問題点を検討しておきたい。

研究ノート
フランスにおける外国人参政権問題

林 瑞 枝

［要旨］フランスの外国人は，滞在の合法，非合法の分類とは別に，欧州連合市民権をもつEU構成国

出身者と，参政権はもたない非―EU出身者の２つのカテゴリーに分けられる。本稿では，在仏の非―EU

出身者が，フランスでの定住生活がどれほど長くなっても，EU出身者には欧州連合市民権によって認

められている地方議会の選挙権・被選挙権にもアクセスできない制度的理由を，とくに国籍法との関連

を重視しつつ検討し，かつ市民権の平等化への政治的試行の歴史を簡単に紹介する。

［キーワード］市民権，参政権，国籍，人の国際間移動，外国人，欧州連合（EU）市民権，非―欧州連

合（EU）出身者，地方議会選挙

６９



２ 参政権の排除性

フランスの現行第５共和国憲法（１９５８）は第３

条のなかで選挙についてこう定めている。

「選挙はつねに，普通，平等，かつ秘密である」

（第３項）

「民事的かつ政治的権利を享有する成年の両性

のフランス国籍者は，……すべて選挙人である」

（第４項）

民主主義体制の国家であれば，代議員の選挙に

関して普通選挙，秘密投票，両性の平等はもはや

当然の原則である。選挙人が「民事的かつ政治的

権利を享有」していなければならない，という資

格要件が付記されていることもうなずける１）。「フ

ランス国籍者」でなければならない，という点は

どうであろうか。これについても通常明確な定義

がなされている。すなわち「公民権の行使に関す

るかぎり，本来，フランス人と外国人のあいだに

平等原則は成立しえない。……参政権はその国の

国籍と不可分である」（Long, p.１１４）。国家によっ

ては地方自治体選挙に外国人の参加を認めている

が，フランスではあくまでも国籍所有が選挙権の

前提として要求される。「フランス人の資格と市

民の資格は共に歩む」（Delpérée, p. ３）のであ

る。

Long２）は，選挙権はそもそも差別をする性質を

もつ，とも記している（Long, p.１１４）。

２．１ 性別による差異

たしかに，市民権は一面では排除の歴史を刻ん

できた。直接民主主義を創造した古代ギリシャで

は女性や奴隷はこの権利の外におかれたが，当時

そのことがとくに疑問視されたわけではなかった。

どこの国にしても，無産男性に当初から普通選挙

への権利があったわけではなく，まして女性参政

権が認められたわけでもなかった。１７８９年に「人

および市民の権利宣言」を謳ったフランスでは，

成人男性が間接・制限選挙制の財産上の制約を解

かれて，普通選挙権をえたのは第２共和制下の

１８４８年であった。一方，女性のそれは第２次大戦

末期の１９４４年，臨時政府によってのことにすぎな

かった。フランスにおいて女性参政権がこのよう

に世界に遅れをとった歴史的事実は有名である。

男性が権利を取得してから１世紀という時を経過

していた３）。

両性の平等という視点から見れば，この歳月の

隔たりが残した禍根は大きい。男女平等原則が承

認されて後，半世紀余りを経た現在なお，フラン

スは政治参加の両性間の平等を実質化するにはほ

ど遠く，９０年代には「パリテ論争」が華々しく繰

り広げられることになった４）。パリテ支持派は，

抽象的人権の普遍性概念を退けて，「人」は本来

男性と女性の性別をもって生まれること，「性別

のある人」こそが人類として普遍的であること，

したがって政治，経済，社会のすべての分野にお

いて男女「同数参加」の原則に立たなければなら

ないと主張した。それを受けて，１９９９年６月２８日

には，憲法典の上記第３条に新たな１項が補完さ

れた。この最終項は，法律が議員および議長等へ

の男女の平等なアクセスを促進すべきことを，規

定している。翌２０００年，政府は早速立法措置をと

り，「選挙による委任および選出による職権への

女性および男性の平等アクセスを促進するための

法律」案を提出，議会審議も進行し，５月３日に

法律は採択された。（これについては別稿で検討

する予定である。）

２．２ 国籍による除外

ところで，外国人の選挙権・被選挙権について

は，「国籍者でなければならない」とだけ言いきっ

てすますことには，フランスの場合ためらいがあ

る。第１は歴史的にみて，第２は実際上，第３は

平等という観点から，参政権と外国人の関係には

少し補足説明が必要である。

第１に，短期間ながら市民権を外国人に認める

１時期があった。揺れ動くフランス革命期の中間

法の時代である。このとき新しい政治の基本原理

のもとで国民は主権の保持者となったが，ナポレ

オンが台頭するまでのわずか１０年ほどの革命期

に，３種の憲法，１７９１年９月３日の立憲君主制憲
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法，１７９３年６月２４日の共和制憲法，１７９５年８月２２

日執政府憲法（山口, p. ５２―５６）が制定された。

これらはそれぞれフランス市民の資格を規定して

いる。最初の成文憲法となった１７９１年憲法は「フ

ランス市民」のなかに「外国人の父からフランス

で生まれ，フランス王国に住所を定める者」（２

条）および「フランス王国外で外国人両親から生

まれ，フランスに５年継続して住所を有し，不動

産取得またはフランス人女性と婚姻し，公民宣誓

した者」（３条）を入れている。もちろん，選挙

権を行使できるのは有産男性の能動市民に限られ

るのではあるが。１７９３年憲法は初めて，男子普通

選挙権を定め，「満２１歳以上でフランスに１年前

から住所を有し，そこで働いている外国人すべ

て」に市民権の行使を認めた（４条）。１７９５年憲

法は普通選挙権を廃止するが，満２１歳，フランス

定住の意思の届出後に不動産所有，フランス人女

性との婚姻等を条件に，７年間継続的に居住した

外国人は「フランス市民になる」。許可なく外国

に７年継続的に在留したときは，市民の資格は失

われる。

１７９３年憲法は適用されず，１７９１年憲法は１

年，１７９５年のそれも５年の寿命にとどまった。

「市民権」と「国籍」の区別はまだ明確ではなかっ

た。言葉としての「国籍」は１９世紀初め（Petit

Robertでは１８０８年初出）になってからである。

しかし，外国人に開かれた市民権の理念はむしろ

今日その意義が問い直されることが少なくない。

ただ，外国人男性が女性に先立っていたことは事

実である。また「単一にして不可分」という，フ

ランス共和国の今日まで一貫する国民国家として

の意思はいずれの憲法でも明記され，上記市民の

要件にも「フランス人女性との婚姻」を要求する

等同化的性質が表れている。

第２の点は，現在の状況に関するものである。

周知のとおり，１９９２年２月７日のマーストリヒト

条約（１９９３年１１月に発効）の結果，ヨーロッパの

統合は「都市の権利」においても欧州経済共同体

から欧州連合へと深化した。この条約によって，

欧州連合は「欧州連合市民権」を創設したからで

ある。国籍を前提としないこの〈革新的な〉市民

権は，EU加盟各国の国民にたいして次の諸権利

を付与した。�１加盟国の国民はすべてEU域内を
自由に移動することができる，�２他の加盟国に居
住している者は，その国の国民と同じ条件で，そ

の国の地方選挙５）に選挙権と被選挙権を行使する

ことができる，�３居住先の加盟国において欧州議
会選挙に選挙権と被選挙権を行使することができ

る，�４欧州議会への請願権を有する，という内容
である。EU加盟国の国民にかぎり，各加盟国に

おける地方選挙と欧州議会選挙に関しては，選挙

権・被選挙権は居住する国の国籍には従属しない。

フランスでも，EU加盟国出身者は外国人であり

ながら，�２�３の選挙の場合，参政権に課されてい
る国籍条件から開放されたわけである６）。

ただしそれには，フランスは憲法を改正しなけ

ればならなかった７）。１９９２年６月２５日法は，相互

主義を留保して「市町村選挙における選挙権およ

び被選挙権は，フランスに居住する欧州連合市民

にのみ与えられる」（８８―３条）という規定を設け

た。しかし，これらの連合市民は，市町村長，助

役になることはできず，また，元老院議員選挙の

選挙人にも指名されない。フランスの元老院は

「共和国の地方公共団体の代表を保障」し，その

議員は間接選挙で選出される（憲法２４条）ので，

市町村長や助役も主権の行使にかかわってくる。

憲法院の判断によれば（DC―９avril １９９２），元老

院はフランス国籍者で構成されなければならず，

選出もフランス国籍者のみによってなされなけれ

ばならない。市町村議員も元老院議員選出の選挙

団のメンバーになる。したがって，選挙団のEU

出身の者も，外国人である以上，選挙団への参加

は国政に関与する結果を招くことになる。EU構

成国の１国であっても「欧州連合市民権」はこの

ように限定されたもので，主権国家群としての

EUの現段階では，EU各国の国政への権利は国民

すなわち当該国籍者の手中にあることに変わりは

ない。「EU諸国出身者は主権の行為からは除外さ

れる」（Long, p.１１４）のである。それはこうも説

明されている―欧州議会はフランスの国政とは切
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り離されているが，地方選挙では欧州市民は例外

的にフランス領土での選挙（市町村議会とパリ議

会）に招かれているのであって，それはフランス

の参政権原則にとって「基本的だが射程の限定さ

れた，唯一のゆがみ」である（Long, p.１１４）。

第３に，在仏外国人からみたときの，「欧州連

合市民権」の平等性を問わなければならない。上

記のようにこの市民権はあくまでもEU加盟国国

民に付随する権利であり，マーストリヒト条約は

その他の外国人は第３国出身者として区別してい

る。EU構成国以外の国の国民はよって当然に「欧

州連合市民権」からは除外される。EU加盟各国

においてそれぞれの出入国管理規定に服するこれ

らの外国人は，公職を含む政治領域への参加だけ

ではなく，広義の経済的，社会的な市民権（とく

に労働権）も加盟国国民と同等には享受できない

のが実情である。しかし，フランスだけでなく

ヨーロッパとりわけEU諸国では，このカテゴ

リーの人々が国内に存在する現実を等閑視するこ

とはできない。次に，現在のフランスについての

みその実態を簡単に捉えてみたい。

３ 外国人参政権の要請

３．１ 非―欧州連合の出身者

フランスは移民受入れの歴史がながい。

第２次大戦後には，外国人は「１９４５年１１月２日

のオルドナンス」によって入国・滞在が規定され

てきた。今日，その入国・滞在資格は「訪問者」

「留学生」「労働者」「家族」「難民」に分けられ，

出身地域

国勢調査年度

外国人人口

外国人／総人口

１９４６

１，７４３，６１９

４．３８％

１９５４

１，７６５，２９８

４．１２％

１９６２

２，１６９，６６５

４．６７％

１９６８

２，６２１，０８８

５．２８％

１９７５

３，４４２，４１５

６．５４％

１９８２

３，６８０，１００

６．８４％

１９９０

３，５９６，６０２

６．３７％

ヨーロッパ ８８．７ ７９．１ ７２．２ ７１．６ ６０．７ ４７．６ ４０．７

アフリカ

マグレブ

ブラック・アフリカ

３．１

２．３

０．８

１３．０

１２．９

０．１

１９．７

１８．９

０．８

２４．８

２３．６

１．２

３４．６

３２．３

２．３

４２．８

３８．５

４．３

４５．４

アジア

（含・トルコ） トルコ

その他

４．０

０．４

３．６

２．３

０．３

２．０

１．７

＊

１．７

１．７

０．３

１．４

３．０

１．５

１．５

８．０

３．４

４．６

１１．８

５．５

６．３

ソヴィエト，ロシア ２．９ ２．０ １．２ ０．７ ０．４ ０．２

アメリカ ０．５ ２．８ ４．１ １．１ １．２ １．４ ２．０

表 在仏外国人の出身地域別比率（％）

出所：INSEE, Recensement général de la population de１９８２；Résultat：Démographie–Société,１９９２

図 在仏外国人人口比率（主要出身地域別）の推移
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滞在許可証の期間は１年または１０年である。他に

旧植民地のアルジェリア，チュニジア，モロッコ

およびブラック・アフリカ諸国とのあいだには独

立当初，いわゆる移民労働者を念頭においた協定

が締結され，自由移動さえ認める対処がなされた

が，現在では形式上の区別はともかく規定の内容

は一般法と変わりなくなっている。EU加盟国出

身者にたいしては，欧州連合のもとで完全な域内

自由移動に移行するまでのあいだも，ローマ条約

に基づいて欧州経済共同体が結成されてからは，

「人の移動」に関するECの規則がデクレによっ

て国内法に転換され，入国・滞在・労働ともに一

般外国人より優遇されていた。

フランスに在留する外国人は入管法上このよう

に大別されるが，外国人人口についてはその出身

地域の構成比の変化を考慮する必要がある。趨勢

を把握するのには国勢調査がもちいられてきた

（表，図）。それによると，１９８２年に，それまで

常に優位を占め続けてきたヨーロッパ出身者が過

半数を割り，アフリカとアジアの出身者が過半数

を越えている。この傾向は以後定着する８）。

さらに，滞在許可証にもとづく内務省統計をみ

ると，１９９６年度，東欧諸国を含むヨーロッパ出身

者の割合は４３．４％（EU１５か国とノルウェー，ア

イスランドでは３９％），アフリカは４２．８％（マグ

レブが３５．９％），アジアは１０．９％，アメリカが

２．３％，ロシア等独立国家共同体が０．４％，外国人

人口総数は３，２３１，８９１人である（Lebon, p. ７８）。

EU出 身 者 以 外 の 滞 在 許 可 数 は１９９６年・

２，０２４，９１３件。１０年の滞在許可 を も つ 者 は

８５％，２，７５５，１１７人（EUが含まれる）であり，国

籍をみると，上位を占める７か国の割合は５分の

３と変化はなく，ヨーロッパではポルトガル・

１８．３％，，イタリア・７％，スペイン・５．８５％で，

アフリカではマグレブのアルジェリア・１７％，モ

ロッコ・１３，８％，チュニジア・５％，なおトルコ

が４．９％，となっている（Lebon,１９９９, p.４３）。

ヨーロッパの減少傾向とマグレブ，トルコの増

加傾向は，フランス国籍取得者の出身国の比率で

も確認される（Lebon, ２０００, p. ４８）。ヨーロッパ

文化圏に属さない異文化圏の比重の増加は明らか

である。

やや数字が細かくなったが，フランスの外国人

構成はこのように非―EU出身者がEU出身者を上

回っており，大半が長期のフランス在住というの

が実態である。在留が長引いても，欧州市民権は

もとよりのこと，地方自治体レベルの選挙権が依

然否認されている非―EU出身の人々と，短い滞在

でも欧州市民権を認められるEU出身の人々との

権利の差は否定できない。

非―EU諸国でも国によっては在外者に投票権が

与えられているとはいえ（例えばアルジェリア），

これらの「非―EU外国人」にもフランスでの地方

選挙権は認めるべきである，という声があがって

も不思議ではない。EU市民と非―EU外国人との

権利の相違について合理的な説明がなされなけれ

ばならない。

３．２ 外国人政治参加ヘの試行

政権を担う立場から具体的な方針が示されるの

は，大統領選挙に向けての社会党の綱領「社会党

プロジェクト――１０１の提案」においてである。

それは，「外国人は，フランスに３年間居住した

後に，市町村選挙および県議会選挙において選挙

人，被選挙人である」と提案する（Projet social-

iste, p. ３２６）。１９８０年のことであった。当時はま

だ「州議会」は自治体としての資格をもたなかっ

たので，この提案は，地方自治体の選挙すべてに

外国人の参加を認める，ということを意味してい

る。選挙公約にすぎない，といってしまえばそれ

までかもしれない。「フランスは真剣に考えてい

る」「綱領に期限は記していない。大統領の任期

は７年ある」等と政府要人は述べ，賛否両論議論

だけは攻守華々しく繰り返された。だが，プロ

ジェクトは案にとどまった。経済不況による失業

率の上昇や国民戦線の台頭が実行の妨げになった

と説明されている。８８年の大統領選挙の際には外

国人参政権は社会的賛同がともなわないとの理由

で公約には盛り込まれず，結局，２期１４年続いた

Mitterrand社会党大統領時代に―この間，２度保
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守党内閣とのコアビタシオン（保革共存）の時期

があったが―外国人参政権の実現をみることはな

かった。その頃の世論調査は，外国人の参政権に

たいしてフランス人が不賛成であることを示して

いる９）。

国籍法の第１人者Lagardeは，そもそも外国人

の参政権などは半世紀前には「考えられない，挑

発的な，爆発的ですらある問題であったろう…外

国人の政治的権利の問題はタブーである。そのタ

ブーの上に西欧世界のほとんどの民主主義体制が

形成されてきた」と，１９７８年に記している（Del

pérée, p. ３）。上記社会党計画が作成された頃の

ことである。

だが，このプロジェクトが投げかけた「外国人

選挙権」は以降，フランス社会の課題として引き

継がれていく。

とくに，第２次大戦後初の社会党政権誕生とい

う８０年代の気運のなかで，外国人の地域政治参加

の試みがなされたことは注目しておかなければな

らない。市町村レベルにおける議会への諮問的な

参加である。最初の例は１９８５年，ノール県の工業

都市リール近郊のモン・サン・バルール。人口

２７，０００人の中規模市町村で，人口の７．６％を占め

る外国人に「協力議員」の地位を設け，外国人選

挙人が外国人「協力議員」を名簿制によって選出

する。外国人の国籍は３０か国，名簿には８か国籍

が入り，投票率８６％，３人（アルジェリア人，モ

ロッコ人，ラオス人）が当選した１０）。協力議員は

議会で意見をのべることはできるが，議事録に記

録は残らず，議決権はない。ついで１９８７年人口

１３２，０００人，外国人９，０００人の都市アミアンで同様

の試みが実施され，４人（アルジェリア人，モ

ロッコ人，セネガル人，ポルトガル人）が選出さ

れている１１）。上記モン・サン・バルールの市長は

社会党，アミアン市長は共産党であった。この参

加方式はいくつかの左翼系市町村で試みられた

が，１９９１年５月１５日に，ヴェルサイユ行政裁判所

はエッソン県ロンジュモの１９９０年１１月１８日のケー

スについて，地方議会に外国出身者の恒常的代表

を組織する権限はない，と選挙の無効判決を下し

た１２）。１９８８年６月２３日にはアミアン行政裁判所も，

外国人の恒常的代表は憲法３４条の法律事項，７２条

の地方自治体が定める立法者の権限を侵害すると

して，アミアン市の協力議員設置の決定を無効と

していた（Delpérée, p.１６―１７）。

外国人代表への地域レベルの試みは成功しな

かった。この時期は，社会党政権のもとで，１９８２

年３月２日法によって「州議会」が自治体となる

など，地方行政の分権が本格化しはじめたばかり

のときであった。また，「欧州市民権」はいまだ

誕生しておらず，まず欧州共同体の外国人の選挙

権からはじめるのが望ましいという意見がまだ新

しい時代でもあった。

１９８９年，フランスは革命２００年を祝った。その

折に，人権団体，労働組合等の合同（平等へCol-

lectif８９）の呼びかけで，５１２，０００人の外国人参政

権のための請願が国民議会議長に提出された１３）。

知識人，市町村長４００人，閣僚（ J.–P. Cheve`ne-

ment, M. Delebarre, C. Tosca）が署名に加わっ

ている。しかしこれも事態を進展させることはな

く，具体的な立法に結びつくことにはならなかっ

た。

このような状況のままに「欧州市民権」だけが

現実となったのである。

４ 外国人参政権を阻む要因

欧州連合諸国中すでに５カ国――アイルランド，

スウェーデン，デンマーク，オランダ，イギリス

――が一般外国人にも一定の条件のもとに選挙権，

被選挙権を認めている（ヤン・ラト p. ３３―８１,

p. ９３の一覧表）。しかし，どの国もみな権利を認

めた時期は欧州市民権以前である。外国人選挙権

付与の有無にはそれぞれの国の歴史，政治，社会

的事情がある（梶田論文，とくに p.１３―１７）。

欧州市民権創設後，まだ一般外国人の参政権を認

めていない加盟国は何らかの形で承認への動きを

示しているものの，法制化にはいたっていない。

フランスが現在なお付与を認めないのはなぜか。

世論の動向もあるが，主に以下の理由が指摘でき
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る。

４．１ 主権の所在

第１に，憲法第３条における主権問題がある。

憲法第３条１項は「国の主権は人民に属す」とす

る。その人民は「代表者によって，および国民投

票によって」主権を行使する。そして，第３条４

項は先述のように，選挙人の資格について「民事

的および政治的権利を享有する成年の両性のフラ

ンス国籍者すべて」としている。Longの見解の

通り国家主権はフランス国民に限られている。た

だし，公法上は政治的選挙（大統領，立法府，欧

州議会）と行政的選挙は区別され，第３条は国民

主権の行使がなされる政治的選挙にのみ適用され

るとされる（Delpérée, p. １６―１７）。それによれ

ば，地方議会選挙は政治的というよりは行政的選

挙と解される。この解釈では，純粋に行政的な選

挙の場合にフランス国籍は絶対条件とはならない。

それでもなお問題として憲法第２４条の規定が残

る。第２４条は，元老院は「間接選挙で選出され」，

「共和国の地域団体の代表を保障する」と定めて

いる。元老院は国会の１議院として立法にかかわ

り，したがって国民主権の行使に参加する。この

間接選挙の選挙人は第３条にしたがい当然フラン

ス国籍者でなければならない。選挙団に加わる地

方議会議員代表の選出者はもとよりのことである。

２４条については，元老院選挙と市町村議会選挙と

の選挙方法を切り離すことも考えられており，切

り離しは，憲法自体の改正によらずに憲法と法律

の中間的位置づけをもつ組織法律によって可能で

あるとする見解もある。なお，現行の選挙方法で

は，元老院の間接選挙においては選挙団に市町村

議員の占める割合がきいわめて高い１４）。元老院が

「地方公共団体の代表」である以上当然ではある

が，兼職もあり市町村議会との関係はかなり密接

である。

上記２．２のように，欧州市民権の導入に際して，

フランスは市町村議員について憲法改正を行ない

８８―３条の定めをもうけた。しかし，一般外国人

にこのレベルの参政権を認めるためには，この欧

州連合移行に際しての，元老院に関する１９９２年の

憲法改正だけでは不十分である，とされる。他方，

憲法院はマーストリヒト条約批准に関する裁決の

なかで，明文の形では「外国人の選挙権の承認は

国民主権の原則に反する」とは述べていなかった

との指摘もあり，また，欧州市民権については

「憲法院は，外国人参政権を地方レベルに移行し

うるような突破口を切りひらいた」との公法学者

Favoreuの評価（Delpérée, p.３２），あるいは「伝

統的な市民権に対するおそらくは決定的な痛撃」

（Chevallier, p. １４）との見方さえあって，憲法

規定をめぐる論議は継続中である。

４．２ 集 住 傾 向

外国人はフランスでも，全国的に均分に居住し

ているわけではない。ことに移民労働者は労働力

の求められる地に集まり，やがて家族がそれに合

流した。地方の市町村議会選挙に外国人の選挙権

を認めようとしない理由には，この外国人の集住

傾向にも一因がある。たとえば，１９９９年度国勢調

査の暫定的集計によるとノール県ルーべ市の外国

人人口は市の人口の２４％である。外国人人口が多

い場合，外国人代議員の地方議会へのいろいろな

意味での影響力が懸念される。前記のモン・サ

ン・バルール市は協力議員にたいして，「市の問

題に出身国の問題を混入しないこと」を，納税義

務を果たしていることとともに立候補の条件にし

た。外国人選挙権に関する世論調査に表明される

反対意見のうちには，そうした危惧，感情的不安，

ひいては反感が含まれていると推察される。他方

外国人の集住は，外国人住民が多いからこそ地方

参政権を，という要請の根拠，理由になりうる。

４．３ 「開かれた国籍」

以上のように制度上の外国人参政権に対する

「障壁」はかなり堅固である。だが，同時にそう

した制度を乗り越える合法的な道が用意されてい

るのが，フランスの国民形成の〈伝統的〉特徴で

もある。それがLongの指摘する「開かれた国籍」

である（Long p. １１４）。公民権行使において内外
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人は平等ではないが，外国人も「開かれた国籍」

よって国民となる道を選べば市民権へのアクセス

も自ずと平等になる。たしかに，障壁の核となっ

ている「フランス国籍者」の資格は閉じられた性

質のものではない。ただそれだけに，外国人が参

政権を要求するのであればフランス国籍を取得す

ればよいだけのことである，との反論が可能とな

る。「開かれた国籍」はこうして外国人選挙権承

認にたいする抵抗の論拠となり，政治的、社会的

にも「壁」を築く結果を招く面をもつ。

それでは「フランス国籍者」ではない者が選挙

権・被選挙権ともに参加を認められる「欧州連合

市民」との関連はどう説明されるのか。マースト

リヒト条約は国籍については加盟各国の法制にゆ

だねている。Longのいう欧州連合市民権は非常

に象徴的だが「ゆがみ」現象だとする解釈と，Fa-

voreuのようにEU市民権はフランスにおける外

国人選政権への第一歩とする見解とにみられるよ

うに，評価は消極，積極の二つの方向に分かれ，

各人ニュアンスがあるが，「欧州連合市民」はさ

しあたり例外であると考えられている。

したがって，フランスでは地方議会レベルで

あっても議員を選出するためには，〈一般〉外国

人はフランス国籍をもたなければならない。では，

フランス国籍はどのように「開かれている」のか。

以下，EUからは第３国出身者と位置づけられて

いる外国人に注目して問題の要点を検討したい。

フランスでも，国籍は血統によって親から子へ

伝えられる。１９４５年にはすでに父母両系主義を採

用しているので，以来両親のうちどちらかがフラ

ンス人であれば，子は血統主義によりフランス国

籍者である。この点は日本も変わりはない。違い

は，フランスが血統主義とともに生地主義をとっ

ている点である。移民をもとに形成された国家で

は生地主義は普通のことだが，フランスにはもと

からの「フランス人」がおり，この人々は「生粋

のフランス人（Français de souche）」と表現され

る。その存在を踏まえた上での生地主義の選択で

ある。この生地主義は「生地」と「居住」にもと

づいて生来付与，自動取得，届出取得に類別され

る（文末・付表参照）。

�１生来付与―親がフランス領土で出生し，子も
フランスで生まれた場合，子は出生時からフラン

ス国籍である。�２自動取得―外国人両親からフラ
ンスで出生し，フランスに所定の期間居住し，成

年（１８歳）の日にフランスに住所を定める者は，

行政上何らの手続きをすることなく，その日から

自動的にフランス国籍を取得する。取得を望まな

い者は，外国の国籍があることを条件に拒否権を

行使することができる。�３その１―未成年であっ
ても外国人両親からフランスで生まれた者は，１６

歳になれば，�２と同様の所定の居住要件を満たす
ならば，フランス国籍を請求することができる。

その２―フランスで出生した子が１３歳になれば，

その子の名においても請求することができる。こ

の場合には子の同意が必要であり，子は８歳のと

きからフランスに常居所をもっていなければなら

ない。

ほかにも婚姻，帰化による取得があるが，これ

らは要件に差はあっても他のいずれの国にも共通

の制度であり，婚姻はともかく帰化は依然同化を

前提とするなど，フランスがとくに開かれた要件

をもつとはいえない（Longは婚姻，帰化も「開

かれた国籍」に入れている）。しかし，上記�１～
�３は，権利として定められている点でたしかに外
国人にたいしてフランス国籍の道は「開かれてい

る」。そして，�１は旧植民地出身者の子が対象で
あり，�２と�３は外国人労働者の子が主として想定
される。つまり，第３国出身者の子らである。開

かれた国籍は，これらの「子」の場合に該当する

ことに注意しなければならない。親世代はそこか

ら除外されており，婚姻または帰化によらなけれ

ばフランス人の資格はえられず，したがって参政

権からは遠ざけられたままである。植民地時代の

記憶が親世代には帰化の選択を躊躇させるといわ

れてきた。また，外国人の子でも出生，居住の要

件を満たせない者は�１～�３で開かれている道を選
ぶことはできない。

９０年代には年平均１０万人前後（９５，２９５―１２６，３３７

人）がフランス国籍を取得したが，その約５０％は
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婚姻と帰化であり，�２と�３のケースは途中国籍規
定の改変はあったが数にして大体その２分の１程

度の水準である（Lebon, ２０００, p. ４５）。一方，取

得者中のEU加盟国１５か国の出身者は漸減し，

１９９４年には２０％だったものが１９９８年には全体の

１５％となっている（Lebon, ２０００, p ４８）。これに

は誘因としてEU市民権発効との関連が十分に考

えられるだろう。それはともかく，１９９３年のマー

ストリヒト条約発効後，非―EU出身者の国籍取得

累計は数万人の未成年者も含め約４５４，０００人を数

えている。「開かれた国籍」の効果である。

だがその実質的効果は，いまのところ限定され

ざるをえない面があるようである。ある調査研究

は，�１～�３の移民第２世代のエリートにしても，
候補者としては２級市民の扱いであり，議員とし

ては「問題のある社会層の代表」とみなされ，活

動も「移民問題：イスラーム，郊外，少年非行」

に閉じ込められがちであり，失望している，と分

析するのである１５）。国籍から〈完全な〉参政権へ

の距離は予想外に遠いのかもしれない。

しかし，「開かれた国籍」は二重の効果をもつ。

フランス国籍となった者は，即，欧州連合市民と

なり，したがって欧州連合市民権をうる。この意

味では，「開かれた国籍」の展望は広い。

５ 市町村議会選挙権法案

２００１年には市町村選挙が予定されている。欧州

市民は，このときフランスで初めて地方議会にお

いてその市民権を行使することになる（１９９８年５

月２５日の「在仏欧州市民の市町村議会選挙におけ

る選挙権・被選挙権」組織法律no.９８―４０４によっ

て，１９９４年１２月１９日EU指令を国内法に転換）。そ

れを期に１９９９年秋以降，外国人の参政権問題があ

らためて注目をあびるようになった。１１月の世論

調査ではフランス人のが賛成がはじめて５２％と過

半数をこした１６）。

問題を最初に提起したのは内務大臣Cheve`ne-

mentであった。その案は１０年の滞在許可をもつ

外国人に更新時から地方選挙権を認めるべきだと

する。続いて当時の国民議会議長（現・経済財政

大臣）Fabiusが「フランス市町村長協会」で賛

同し，「居住者すべての完全な参加を望むことな

く地方における民主主義を語ることはできない。

それは当然，欧州共同体以外の適法滞在外国人の

市町村選挙権を問うことになる」と述べて滞在期

間の条件を５年とした１７）。しかし，法案を提出す

る予定はなく，２００１年について議論を求めたいと

いうにとどまっている。１９９７年６月の施政方針演

説のなかでこの問題に関しては触れなかった首相

Jospinは，実現可能な状況になるまでは政策には

とりいれない意向を繰り返した。

保守系では，共和国連合・RPRはそもそも非―

EU出身者の参政権には反対，フランス民主主義

連合・UDFでは意見が割れている。反対派は，選

挙権付与は外国人排斥感情を煽り，右翼の票を伸

ばすおそれがあると懸念する。

当事者である移民たちの組織は，２０００年３月，

諸団体が連合して外国人参政権賛成のアピールを

行ない，この権利が２００１年には実現するよう「す

べての民主主義者に」訴えた。「政府がもし差別

と闘う積もりなら，徹底して闘わなければならな

い。市民権は国民に限られてはならず，居住地に

おいて与えられなければならない」し，「人種主

義がこの権利を拒否する理由であってはならな

い」のであり，すべてのレベルの地方議会および

欧州議会における参政権付与のために，政府が憲

法改正の主導権をとるよう求めている１８）。

地方議会レベルと欧州議会への外国人参政権付

与は，５年間の欧州連合在住という要件ともに，

欧州議会の報告書が１９９６年９月に採択した基準で

あり，２０００年３月１６日の議会決議では，加盟国が

非‐EU出身者への市民権拡大のために速やかに

適切な法制化をはかるように求めた。

議論が交わされる間，共産党は居住５年の外国

人に選挙権・被選挙権を与えるための憲法的法律

案を提案した（法案no．１８８１）。在住外国人すべ

てへの選挙権拡大を主張してきた緑の党は，市町

村，県，州の地方議会に欧州市民と同等の条件を

認める法案を出した（no．２０６３）。時期尚早との

立場をとっていた社会党からも，非―欧州連合出
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身外国人の地方参政権に関する法案が提出された

（no．２０７５）。いずれの案も議員提出法案でり，

憲法第３条の改正を目的としている。

２０００年４月２７日には国民議会法務委員会が，緑

の党案を，地方議会は市町村レベルに限ると修正

のうえ承認し，５月２日に国民議会第一読会で審

議，提出案は４日に可決された。

承認された単一条項は「市町村議会選挙の選挙

権・被選挙権はフランスに居住する非―欧州連合

出身者に付与される」とし，政洲連合市民権と同

じく当選者は「市町村長，助役の職につくことは

できず，元老院議員の選挙人になることはできな

い」と規定している。ただし，この条項は地方公

共団体について定める憲法第７２条に挿入される。

採択案を元老院にまわす手続きについて政府は

沈黙していると伝えられる１９）。外国人選挙権の初

の国会討議だが，元老院が可決したとしても，法

案が政府提出案ではないため憲法改正には最後に

国民投票による承認が必要である。２００１年の市町

村議会選挙には間に合わない。承知の上での左派

議員の対処だった。緑の党はいう―採択は「象徴

的」なものである。

６ む す び

国民議会のこの法案採択は「象徴」に終わるだ

ろう。しかし，提言を一つの行為に移したこの

「象徴」は無意味には終わらないだろう。今後な

お，外国人地方参政権の是非は，その論拠，国家

と地方の関係，法制度，出身国を異にする外国人

当事者間の平等性等の問題とともに問われ続ける

ことになるだろう。フランスの保守層の大半がこ

だわりを示すように，国籍はあくまで地方参政権

でもその前提でなければならないのか。欧州連合

市民権は例外とみるにしても，この市民権は国籍

という市民権付与の条件を，いわば欧州連合「籍」

のそれに置き換えただけのものなのではないのか。

最終的には，参政権付与の如何はフランス社会と

しての政治的選択の問題である。

フランスも「国家」の国民から「欧州連合」の

市民へと一部参政権を拡大した。ヨーロッパ統合

は単一の「域内空間」の編成と同時に，その単一

空間の対局に「地域」の存在を浮上させている。

そのなかでこれまでに概説したとおり，フランス

は定住外国人の社会的統合という難問をかかえな

がらも，あるいはかかえるがゆえに，「居住地」

の外国人あるいは「地域」の住民への政治的市民

権の拡大には，依然として強い抵抗を示してい

る２０）。長らく国籍取得を同化の表現とみなしてき

た「単一にして不可分」の共和国フランスにおい

ては，外国人参政権は，当面，歴史と時代の流れ

とはならないようである。

注

１）法的無能力の場合だけでなく，人の自由，尊

厳，人種差別行為等に対する制裁の補完とし

て，裁判所は選挙権・被選挙権の禁止をふく

む一定期間の公民権停止を申し渡すことがで

きる（刑法典第１３１―２６，２２４―９，２２５―１９条）。

２）Longはコンセイユ・デタの名誉副院長，外

国人移民を主たる対象にする「統合高等諮問

委員会」会長であり，１９８７―８８年には国籍法

改正を検討する国籍委員会の委員長をつとめ

た。その報告書「今日，そして明日，フラン

ス人であるとは」は関係者の意見を網羅した

貴重な資料である。

３）この理由は，辻村みよ子によると，第１に出

産・母性にもとづく性差から導かれる自然的

不平等論，第２に肉体的性差にもとづく女性

の特性論による女性の権利抑制の正当化，第

３に性別分担論，にあり，また「選挙権など

の権利自体の本質が，実際には個人的な権利

ではなく，社会のためにする公務であるとす

る，いわゆる『選挙権公務説』の考え方も，

……無産男性とともに女性の主権行使を排除

する際の重要な論拠になった」辻村・金城清

子『女性の権利の歴史』p. ５０―５１，岩波書

店，１９９２。他に辻村諸論文および『女性と人

権』日本評論社，１９９７，等参照。

４）パリテ（parité）は「同数」「同等」を意味

する。パリテ論争の経緯については石田久仁
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子「パリテ，フランスの場合――女性の不在

デモクラシーから男女共生のデモクラシー

へ」女性空間・１６，p.６１―７３を参照。

５）マーストリヒト条約のこの「地方選挙（mu-

nicipal elections）」の表現は，欧州市民権の

実施について定めた１９９４年１２月１９日のEU指

令では，市民にもっとも身近な「基礎的な地

方自治体単位」と表現している。加盟国に

よって地方自治制度の構成に相違があるから

である。

６）EUは欧州市民権の具体化について，欧州議

会選挙にたいしては１９９３年１２月６日に，地方

議会選挙にたいしては１９９４年１２月３１日にそれ

ぞれ指令を出している。この問題については

拙稿１９９７，p. ７９―８９参照。なお，１９９４年指

令は，Document ４で，各国について「特定

されるべき」地方議会選挙がどのレベルの選

挙を指すかを示している。フランスの場合そ

れは「市町村」および国内法で定められた一

定の都市の「区」であるとしている（Delpé-

rée, p４４）。

７）マーストリヒト条約批准に際し，大統領は

１９９２年３月１１日，憲法院に憲法改正の是非の

判断を求めている。憲法院は，共和国の地方

公共団体の議会は普通選挙によるため，地方

公共団体の代議員は地方を代表する性質をも

つ元老院に影響する，として条約８Bには憲

法改正の必要があると裁決した（JO.１１avril

１９９２）。この裁決の評釈については，Delpé-

rée, p.３０の評釈リストを参照。

８）最新の国勢調査は１９９９年に行われ，フランス

の総人口は，フランス本土が５８，４１６，５００人，

海外県が１，６６５，５００人である。１９９０年の前回

調査比０．３４％増となっている（Le Monde

１７ juillet １９９９）。外国人人口の分析は本稿執

筆時点では入手していない。なお，従来の全

般的国勢調査は調査年度の間隔が開きすぎる

欠点があるため１９９９年を最後として，段階的

調査に移行する予定と伝えられる。

９）賛否は，何年かフランスに居住した外国人に

市町村議会への選挙県を与える―賛成３５％，

反対５８％；被選挙権を認める―２９％対６６％；

外国人の投票は地域に良い結果をもたらす―

２０％，悪い結果をもたらす―３３％，何の効果

もない３４％（１９８２, Paris–Match, B.V.A）。

１９８４年１１月の Nouvel Observateurの調査は，

地方参政権付与・賛成２１％，反対７４％であり，

社会党，共産党支持層でも反対はそれぞれ

６５％，７６％であった。ミッテラン大統領自身，

外国人参政権の重要性を認めながら「いささ

かデリケートな問題であり，一般にはあまり

よくは受け入れられていないので，急ぐこと

はない」と認めている（人権同盟シンポジュ

ウム・Le Point no.２９avril１９８５）。１９８８年の

賛成は６０％，左派政党もやはり過半数をこえ

ない（SOFRES）。それにたいして，移民対

象の世論調査では，７３％の者が，投票権を

「当たり前」と考え（１９８３, IPSOS／ Le

Point），８８年には６６％が投票権を求めている

SOFRES／ L’Expresse）。

１０）Le Monde２３avril, ８ mai,２１mai,１９８５

１１）Le Monde３０septembre１９８７, Libération１９

―２０décembre１９８７；Delpérée, p１６

１２）Le Monde ２４ mai １９９１, Le Figaro ２４ mai

１９９１

１３）Le Monde１４janvier１９８９

１４）年度は１９６８年とかなり古いが，選挙人総数約

１０万４，０００人 中，市 町 村 代 表 は 約１０万

人，９７％を占め，小規模市町村（人口１，５００

未満）の代表の割合５３％が大規模市町村（人

口１万人以上）の２１．５％に比較して高く，人

口（２３．７％対５０．３％）に相応する代表構成に

はなっていない（山口，p, １７０―１７３）。この

数値は新しいデータによって修正しなければ

ならないが，代表度の構造は変わっておら

ず，１９９９年３月には元老院議員選挙方法改正

の政府法案が提出され，審議が継続中である。

１５）Geisser, V., Kelfaoui, S.“Tabou et enjeux

autour de l’éthnicité maghrebine dans le sys-

te`me politique français”REMI v. １４, no. ２
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１９９８。なおフランス国籍をもつ移民第２世代

の参政権行使と選挙人名簿登録キャンペーン

を展開した１９８５年結成の団体「フランス・プ

リュス」は９６年に解散した。

１６）１９９９年１１月５日，CSA・La lettre de la citoy-

enneté（Le Monde１７novembre１９９９）。背

景に，国民戦線の弱体化，８万人のサン・パ

ピエ（滞在許可を持たない者）の滞在身分の

正規化，経済の好況等の要因があるとされる。

１７）Le Monde２７novembre１９９９

１８）「なぜ，フランスに来たばかりのベルギー人

が投票権をもち，１７年来フランスに定住する

チュニジア人の私にそれがないのか」。しば

しば言われることであり，緑の党はこれを市

民権の階層性と批判する。この連合体「一人

の住人は，一票を」には在仏のマグレブ人，

トルコ人，ブラック・アフリカ人，中国人た

ちだけでなく，EU加盟国であるポルトガル，

スペインの人々の団体も参加し，フランスの

外国人労働者支援団体の支持もある（Le

Monde１８mars２０００）。

１９）Le Monde ４ mai２０００

２０）フランスでも市民権の重要な要素である社会

的代表権に関しては，８０年代に，企業におけ

る従業員代表，従業員委員会代表（１９８２年１０

月２８日・Auroux法），労働審判所判事選出

（１９７５年７月１１日法，１９８２年５月６日法），

社会保障基金運営委員会選挙（１９８２年１２月１７

法），低家賃住宅・HLM運営委員会選挙

（１９８２年）等で，内外人平等の参加が認めら

れている。
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La documentation Française, Paris,１９９８

Oberdorff, H., Les Ccnstitutions de l’Europe des

Douze（Edition１９９４）La documentation Fran-

çaise,

山口俊夫『概説フランス法 上』東京大学出版会，

１９７８

ヤン・ラト，近藤敦訳『ヨーロッパにおける外国

人の地方参政権』明石書店，１９９７

L’état des droits politiques des étrangers en France

par HYASHI Mizue

［Abstracts］Les étrangers en France se classent, a` part la distinction entre le statut régulier et le

statut irrégulier, en deux catégories: les ressortissants communautaires ayant la citoyenneté de l’Un-

ion européenne et les ressortissants non–communautaires exclus des droits politiques fondamentaux.

Cet article examine, par rapport a` la nationalité, des causes institutionnelles qui ne permettent pas

aux derniers, me^me s’ils y vivent depuis longtemps, d’accéder au droit de vote et d’éligibilité aux

élections municipales, reconnu aux premiers par la citoyenneté de l’Union. L’article présente aussi
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des efforts politiques et associatifs développés a` la recherche d’une citoyenneté plus égalitaire.

［Key Words］citoyenneté, droit de vote, nationalité, migrations internationalles, étrangers, citoyen-

neté de l’Union européenne, ressortissants non–communautaires, élections locales

林：フランスにおける外国人参政権問題

８１



［付表］ フランス国籍と外国人――国籍規定の改変

１９７３年１月９日法 １９９３年７月２２日法

生来付与
１．外国人の親がフランスで出生

子もフランス生れの者
一方の親のみ仏出生→成年前６月に放棄権

２．フランスで出生の外国人両親の子
いずれの親の国籍も法律上与えられない場合

１．７３年法に同じ

放棄権：さらに成年後にも１２月
１６歳から行使可
フランス軍入隊・兵役登録→失権

＊親が仏植民地，海外領土生れなら
１９９４・１・１前にフランス出生の子に適用
＊親がアルジェリア海外県にて１９６２・７・３前に出
生し，フランスに５年来の在住なら，
１９９３・１２・３１後にフランス出生の子に適用

２．＝７３年法

自動取得
１．成年時取得

外国人両親からフランスで出生
成年時にフランスに住所，５年来の常居所
本人：仏国籍拒否権行使可
政府：拒否命令可

２．フランス人になった親の未成年の子

１．自動取得廃止 → 取得の「意志表示」手続
＝７３年法
＝７３年法
１６～２１歳に
フランス語圏出身：常居所５年不要
兵役遂行登録への自発的参加＝「意思表示」
「意思表示」は外交官・領事の仏出生の子にも適用

２．＝７３年法
ただしフランス生れでなければ放棄権

届出取得
１．未成年時取得

外国人親権者が取得請求
ただしフランスに５年の常居所

２．婚姻
フランス人との婚姻後６月の共同生活（＊）
政府：拒否命令可

１．廃止

２．婚姻
６月 → ２年に（共同生活の継続）
ただし婚姻前後に出生の子の親子関係が配偶者
２人との間で確定したとき２年の期間は消去

帰化
１．期間の要件
�１ 申請前フランスに５年の常居所

２年の仏高等教育資格，仏に貢献→２年に短縮
�２ 期間なし
１．削除（１９８４年法）

２．フランス国籍取得者の配偶者，成年の子
３．未成年の子３人の父，母
４．フランスの兵役，軍隊に参加
５．旧仏保護領，委任・信託統治領の所属民
６．フランスに例外的貢献

―フランスの文化，言語に属する国の出身者
公用語（の一つ）または母語が仏語

２．素行が善良，一定の有罪判決をうけた者
３．フランス共同体への同化の立証

とくに仏語の十分な知識

１．期間の要件
�１ ＝７３年法

満１８歳以上
�２ 期間なし
１．両親の仏国籍取得にもかかわあらず外国人の未
成年者
２．＝７３年法
３．削除
４．＝７３年法
５．＝７３年法
６．＝７３年法
７．「意思表示」を２１歳までにしなかった者
―＝７３年法

または仏語による教育機関の５年以上の就学
―仏の栄光，国際的経済関係貢献の仏語圏の者

ただし仏外務大臣の提案による
２．＝７３年法
３．＝７３年法

＊１９８４．５．７．法によるもので，１９７３法ではフランス
人と婚姻後すぐに届出ができた
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１９９８年３月１６日法

１．７３年法に同じ

放棄権：９３年法に同じ

フランス軍入隊→失権

２．＝７３年法

１．成年時取得
外国人両親からフランスで出生
成年時フランスに住所，１１歳から常居所５年
本人：仏国籍拒否権行使可
フランス軍入隊→失権

２．フランス人になった親の未成年の子

１．未成年時取得：外国人両親・仏生れの者
�１ 本人：１６歳～請求可

届出時フランスに住所，１１歳から常居所５年
�２ 外国人親権者：１３歳～取得請求可

届出時フランスに８歳から常居所５年
２．婚姻
２年 → １年に

１．期間の要件
�１ ＝９３年法

�２ 期間なし
１．＝９３年法

２．＝７３年法
３．削除
４．＝７３年法
５．＝７３年法
６．＝７３年法
７．難民資格取得者
―＝９３年法

―＝９３年法

２．＝７３年法
３．＝７３年法
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